
税額の増減 割合

減額 3,357 世帯 17.2%

0円 260 世帯 1.3%

5,000円以下 6,956 世帯 35.6%

10,000円以下 4,609 世帯 23.6%

20,000円以下 3,079 世帯 15.7%

30,000円以下 858 世帯 4.4%

40,000円以下 306 世帯 1.6%

50,000円以下 113 世帯 0.6%

60,000円以下 18 世帯 0.1%

70,000円以下 3 世帯 0.0%

80,000円以下 2 世帯 0.0%

90,000円以下 0 世帯 0.0%

計 19,561 世帯 100.0%

世帯数

税額の増減毎の世帯状況

１世帯あたり約5,500円
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